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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】記憶媒体のＩＣカードを決済端末に翳すだけの
操作によって、複数種類の決済処理から所望の決済処理
を選択する。
【解決手段】決済端末は、ＩＣカードから識別情報を取
得すると共に、複数種類の決済処理を表示部に表示し、
ＩＣカードを撮像して、撮像画像内におけるＩＣカード
の位置にを特定し、特定した位置に基づいて、複数種類
の決済処理の中からいずれか１つの決済処理を選択し、
ＩＣカードの識別情報を用いて、選択された種類の決済
処理を実施する。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　識別情報が記録される記録媒体と通信する通信部と、
　前記通信部により通信可能な状態の前記記録媒体を撮像する撮像部と、
　前記撮像部によって得られる撮像画像内における前記記録媒体の位置を特定する位置特
定部と、
　前記位置特定部によって特定される前記記録媒体の位置に基づいて、複数種類の情報処
理の中からいずれか１つを選択する選択部と、
　前記通信部により受信した前記記録媒体の前記識別情報を用いて、前記選択部によって
選択された種類の前記情報処理を実施する情報処理部と、
を備えることを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記記録媒体は、前記選択部によって選択される複数種類の前記情報処理にそれぞれ利
用される複数の前記識別情報が記録され、
　前記情報処理部は、前記選択部によって選択された種類の前記情報処理を、当該情報処
理に利用される前記記録媒体に記録された前記識別情報を用いて実施することを特徴とす
る請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記選択部による選択結果を報知する報知部を備えることを特徴とする請求項１又は請
求項２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記位置特定部によって特定される前記記録媒体の位置と当該記録媒体の位置に基づい
て前記選択部によって選択される前記情報処理とを一組とする選択パターンを１または複
数組設定した選択パターン群が切り替え可能に複数用意され、
　前記選択パターン群を切り替えるための前記記録媒体の動きを切替動作として検出する
検出部と、
　前記選択部によって選択可能となる前記選択パターン群を、前記検出部による前記切替
動作の検出結果に応じて前記複数の選択パターン群の中からいずれか１つに切り替えるよ
うに制御する制御部と、
を備えることを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記通信部は、所定の電子マネーに利用される識別情報が記録される記録媒体と通信し
、
　前記選択部は、前記位置特定部によって特定される前記記録媒体の位置に基づいて、複
数種類の前記電子マネーの中からいずれか１つを選択し、
　前記情報処理部は、前記通信部により受信した前記記録媒体の前記識別情報を用いて、
前記選択部によって選択された前記電子マネーの電子マネー情報を利用した決済処理を実
施することを特徴とする請求項１から請求項４のいずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記記録媒体の前記撮像部に向けられる面には、前記情報処理の種類を特定する特定情
報が表示され、
　前記撮像部によって撮像される前記記録媒体から、前記記録媒体に表示される前記特定
情報を読み取る読取部と、
　前記読取部によって読み取られる前記特定情報に基づいて、複数種類の情報処理の中か
らいずれか１つを選択する第２選択部と、
を備え、
　前記情報処理部は、
　前記選択部によって選択された種類の前記情報処理が、前記第２選択部によって選択さ
れた種類の前記情報処理である場合に、前記通信部により受信した前記記録媒体の前記識
別情報を用いることで前記選択部によって選択された種類の前記情報処理を実施し、
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　前記選択部によって選択された種類の前記情報処理が、前記第２選択部によって選択さ
れた種類とは異なる種類の前記情報処理である場合に、前記通信部により受信した前記記
録媒体の前記識別情報を用いることで前記選択部によって選択された種類の前記情報処理
を実施しないことを特徴とする請求項１から請求項５のいずれか一項に記載の情報処理装
置。
【請求項７】
　前記選択部によって選択された種類の前記情報処理が、前記第２選択部によって選択さ
れた種類とは異なる種類の前記情報処理である場合に、その旨を報知する第２報知部を備
えることを特徴とする請求項６に記載の情報処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、独立して管理される複数種類の記録情報を取り扱う情報処理装置が知られて
いる。例えば、複数種類の電子マネーを取り扱う決済端末があり、このような決済端末で
は、所望の種類の電子マネーを選択するために、決済端末に対して所定の入力処理などの
操作を行う必要がある。具体的には、顧客が店舗において電子マネーが記録された非接触
ＩＣを用いて決済を行う場合に、店員に対して決済に利用する電子マネーの種類を伝え、
店員が決済端末で選択処理を行うことになる。そのため、顧客と店員との間で意思疎通が
不完全である場合には、正確に電子マネーの種類が選択されない虞がある。また、最終的
に人の手を介して選択操作がなされる構成であるため、人為的なミスで所望の種類の電子
マネーとは異なる種類の電子マネーが選択される虞もある。
【０００３】
　このような問題に対して、下記特許文献１に開示される決済システムのような構成が考
えられる。特許文献１の決済システムでは、ＩＣカードに形成された選択用コード（情報
コード）に、複数種類の電子マネーから決済に利用する電子マネーを選択するための選択
情報が記録されている。そして、情報コード読取装置により選択用コードを読み取ること
で得られた選択情報に基づいて、決済処理装置により利用される電子マネーの種類が選択
処理により選択されるようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１４－４１４２９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１の決済システムのように情報コードを用いて所望の記録情報
を選択する場合には、ＩＣカードなどの記録媒体を情報コードが表示される構成とする必
要があり、システムを構築するコストが増大することになってしまう。また、携帯型情報
端末などの表示装置に記録媒体の種類を特定可能な情報コードを表示させる構成とする場
合であっても、このような構成を実現するコスト負担が生じてしまう。また、特許文献１
の決済システムの構成では、情報処理装置による情報処理が行われる前に、記録媒体を読
取装置に読み取らせる操作が必要になり、特に携帯型情報端末などの表示装置を用いる場
合には、さらに表示装置に情報コードを表示させる操作が必要となる。そのため、ＩＣカ
ードなどの記録媒体を利用する顧客側の操作が多くなり、操作ミスを引き起こしたり、使
用頻度の高い顧客においては毎回同様の操作を行う必要があり利便性が悪くなってしまう
。
【０００６】
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　本発明は、上述した課題を解決するためになされたものであり、記録媒体を情報処理装
置に翳すだけの操作によって、複数種類の情報処理から所望の情報処理を選択し得る情報
処理装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するため、本発明に係る情報処理装置は、
　識別情報が記録される記録媒体と通信する通信部と、
　前記通信部により通信可能な状態の前記記録媒体を撮像する撮像部と、
　前記撮像部によって得られる撮像画像内における前記記録媒体の位置を特定する位置特
定部と、
　前記位置特定部によって特定される前記記録媒体の位置に基づいて、複数種類の情報処
理の中からいずれか１つを選択する選択部と、
　前記通信部により受信した前記記録媒体の前記識別情報を用いて、前記選択部によって
選択された種類の前記情報処理を実施する情報処理部と、
を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　請求項１の発明では、撮像部によって得られる撮像画像内において、通信部により通信
可能な状態の記録媒体の位置を特定する位置特定部を備えている。また、選択部によって
、位置特定部により特定される記録媒体の位置に基づいて、複数種類の情報処理の中から
いずれかの種類の情報処理を選択するようになっている。
　これにより、記録媒体を情報処理装置に翳して通信状態におく際に、所望する種類の情
報処理に関連付けられた位置で記録媒体が撮像されるようにすることで、当該所望の種類
の情報処理を選択することができる。すなわち、記録媒体を情報処理装置に翳すのみの動
作によって、所望する種類の情報処理を選択することができる。そのため、情報処理装置
に対して情報処理の種類を選択するための入力処理などの特別な操作が不要になり、人為
的な操作ミスによる所望の種類の情報処理と異なる種類の情報処理の選択を防ぐことがで
きる。
【０００９】
　請求項２の発明では、記録媒体は、選択部によって選択される複数種類の情報処理にそ
れぞれ利用される複数の識別情報が記録され、情報処理部は、選択部によって選択された
種類の情報処理を、当該情報処理に利用される記録媒体に記録された識別情報を用いて実
施する構成となっている。
　この構成では、１つの記録媒体であっても、情報処理装置に対して情報処理の種類を選
択するための入力処理などの操作を行うことなく、複数種類の情報処理の中から所望の情
報処理を選択して実施することが可能になり、記録媒体を所持する利用者の利便性を向上
させることができる。
【００１０】
　請求項３の発明では、選択部による選択結果を報知する報知部を備える構成となってい
る。
　この構成では、情報処理の選択結果を報知することで、記録媒体の利用者は選択された
情報処理の種類を把握することができ、所望の種類の情報処理が選択されたか否か確認す
ることができる。そのため、所望の種類の情報処理が選択された場合には、安心して情報
処理を行わせることができ、所望の種類とは異なる種類の情報処理が選択された場合には
、再度、撮像部による記録媒体の撮像を促すことができる。
【００１１】
　請求項４の発明では、位置特定部によって特定される記録媒体の位置と当該記録媒体の
位置に基づいて選択部によって選択される情報処理とを一組とする選択パターンを１また
は複数組設定した選択パターン群が切り替え可能に複数用意されている。また、選択パタ
ーン群を切り替えるための記録媒体の動きを切替動作として検出する検出部と、選択部に
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よって選択可能となる選択パターン群を、検出部による切替動作の検出結果に応じて複数
の選択パターン群の中からいずれか１つに切り替えるように制御する制御部と、を備える
構成となっている。
　この構成では、選択部によって選択可能な選択パターンを１または複数組設定した選択
パターン群が切り替え可能であるため、このような選択パターン群の切替が不可能な情報
処理装置と比べて、より多くの選択パターンに基づいて情報処理を選択できるようになり
、利用者の利便性を向上させることができる。さらに、記録媒体を情報処理装置に翳す動
作に付随して、切替動作となるように当該記録媒体を動かすことで、用意された複数の選
択パターン群の中から、所望の選択パターン群に切り替えることができる。そのため、情
報処理装置に対して選択パターン群を切り替えるための入力処理など別途特別な操作を行
うことなく、所望の選択パターン群の中から所望の選択パターンを選択できるようになり
、利用者の利便性をより一層向上させることができる。
【００１２】
　請求項５の発明では、通信部は、所定の電子マネーに利用される識別情報が記録される
記録媒体と通信し、選択部は、位置特定部によって特定される記録媒体の位置に基づいて
、複数種類の電子マネーの中からいずれか１つを選択する。また、情報処理部は、通信部
により受信した記録媒体の識別情報を用いて、選択部によって選択された電子マネーの電
子マネー情報を利用した決済処理を実施する構成となっている。
　この構成では、決済端末などの情報処理装置に対して電子マネーの種類を選択するため
の入力処理などの特別な操作が不要になる。そして、顧客が店舗において電子マネーが記
録された決済用の記録媒体を用いて決済処理を行う場合に、店員に対して決済に利用する
電子マネーの種類を伝えて電子マネーの種類を選択してもらう必要もなくなる。そのため
、顧客と店員との間で意思疎通が不完全となり正確に電子マネーの種類が選択されない虞
や、人為的なミスで所望の種類の電子マネーとは異なる種類の電子マネーが選択される虞
もなくなる。
【００１３】
　請求項６の発明では、記録媒体の撮像部に向けられる面には、情報処理の種類を特定す
る特定情報が表示され、撮像部によって撮像される記録媒体から、記録媒体に表示される
特定情報を読み取る読取部と、読取部によって読み取られる特定情報に基づいて、複数種
類の情報処理の中からいずれか１つを選択する第２選択部と、を備えている。また、情報
処理部は、選択部によって選択された種類の情報処理が、第２選択部によって選択された
種類の情報処理である場合に、通信部により受信した記録媒体の識別情報を用いることで
選択部によって選択された種類の情報処理を実施する。また、選択部によって選択された
種類の情報処理が、第２選択部によって選択された種類とは異なる種類の情報処理である
場合に、通信部により受信した記録媒体の識別情報を用いることで選択部によって選択さ
れた種類の情報処理を実施しない構成となっている。
　この構成では、記録媒体を撮像部に撮像させることで、選択部によって選択された種類
の情報処理が所望の種類の情報処理であるか否か判断するための情報（特定情報）を取得
することができる。そして、選択部の選択結果と、第２選択部の選択結果と、が同じ場合
に、選択部によって選択された種類の情報処理を実施するため、当該情報処理の種類が所
望の情報処理の種類であることの信頼性を高めることができる。一方で、選択部の選択結
果と、第２選択部の選択結果と、が異なる場合には、選択部によって選択された種類の情
報処理が所望の種類の情報処理である可能性が低いため、選択部によって選択された種類
の情報処理を実施しないことで、選択部による選択結果を用いることを回避することがで
きる。
【００１４】
　請求項７の発明では、選択部によって選択された種類の情報処理が、第２選択部によっ
て選択された種類とは異なる種類の情報処理である場合に、その旨を報知する第２報知部
を備える構成となっている。
　この構成では、第２報知部によって選択部の選択結果と第２選択部の選択結果とが異な
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る旨を報知することで、利用者に記録媒体の撮像位置を誤った可能性が高いことを認識さ
せることができ、再度、撮像部による記録媒体の撮像を促すことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の第１実施形態に係る決済端末を概略的に説明する平面図である。
【図２】図１の決済端末を概略的に説明する正面図である。
【図３】図３（Ａ）は、図１の決済端末の電気的構成を例示するブロック図であり、図３
（Ｂ）は、図３（Ａ）の無線通信部を概略的に例示するブロック図であり、図３（Ｃ）は
、図３（Ａ）の光学読取部を概略的に例示するブロック図である。
【図４】図４は、ＩＣカードの電気的構成を概略的に例示するブロック図である。
【図５】図１の決済端末で行われる決済処理の流れを例示するフローチャートである。
【図６】図６（Ａ）は、図１の決済端末の表示部において、電子マネーの選択方法に関す
る情報が表示される表示画像を示す説明図であり、図６（Ｂ）は、図６（Ａ）に示す表示
部に表示される電子マネーとは異なる電子マネーの選択方法に関する情報が表示される表
示画像を示す説明図である。
【図７】図１の決済端末の表示部にＩＣカードを翳す様子を説明する説明図である。
【図８】図１の決済端末の読取口にＩＣカードを翳す様子を説明する説明図である。
【図９】図９（Ａ）（Ｂ）は、図１の決済端末によって撮像された撮像画像において、第
３領域にＩＣカードが位置する状態を説明する説明図である。
【図１０】本発明の第２実施形態に係る決済端末で行われる決済処理の流れを例示するフ
ローチャートである。
【図１１】図１０のフローチャートに続く決済処理の流れを例示するフローチャートであ
る。
【図１２】図１２（Ａ）は、第２実施形態のＩＣカードの表面を概略的に例示する説明図
であり、図１２（Ｂ）は、図１２（Ａ）のＩＣカードの撮像画像に含まれるカード画像を
概略的に例示する説明図である。
【図１３】本発明の第２実施形態に係る決済端末のメモリに記憶され、複数種類のＩＣカ
ードとそれぞれのＩＣカードを特徴付ける図形情報、文字情報、及び背景色（柄）情報と
を対応付けた特徴テーブルを概略的に説明する説明図である。
【図１４】図１４（Ａ）は、特徴テーブルに記憶されるＡ社カードのロゴマークを説明す
る説明図であり、図１４（Ｂ）は、特徴テーブルに記憶されるＡ社カードのマスコットを
説明する説明図である。
【図１５】図１５（Ａ）は、図１２（Ａ）に示すＩＣカードのデザインとは異なる構成の
Ａ社のデザインカードであり、図１５（Ｂ）は、図１５（Ａ）のＩＣカードの撮像画像に
含まれるカード画像を概略的に例示する説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
［第１実施形態］
　以下、本発明に係る情報処理装置を具現化した第１実施形態について、図面を参照して
説明する。
　図１、図２に示す決済端末１０は、本発明の情報処理装置の一例に相当し、ＩＣカード
などの決済用の記録媒体（決済用媒体）に記録された電子マネー情報（金銭情報）を利用
した決済処理を行う構成となっている。この決済端末１０は、記録媒体との間で電磁波に
よる通信を行ない当該記録媒体に記憶されるデータの読み書きを行う機能と、所定の撮像
範囲を撮像して得られる撮像画像を取り込む機能と、を有している。また、決済端末１０
は、机や棚などの上面を載置面としてこの載置面上に載置される据置型の装置として構成
されている。
【００１７】
　決済端末１０は、例えばＡＢＳ樹脂等の樹脂材料によって箱状に構成されるケース１２
を備えている。このケース１２の内部には、後述する反射部材１８、導光部材１９、結像
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部４２、撮像部４３などの各部品が収容されている。また、図１に示すように、ケース１
２の上面部には光の出入口となる略矩形状の読取口１２ｂが形成されており、読取口１２
ｂを介してケース外からの光がケース内に入り込み、ケース内からの光がケース外に放出
されるようになっている。そして、反射部材１８、結像部４２、撮像部４３によって構成
される光学系は、この読取口１２ｂを介してケース外の情報コードを撮像するように機能
している。
【００１８】
　なお、本構成では、図２に示す載置面Ｆと直交する方向（プレート１４の厚さ方向）を
上下方向とし、読取口１２ｂが形成された側を上方側、それとは反対側を下方側としてい
る。また、この上下方向と直交する平面方向を水平方向としている。また、水平方向と平
行であって、ケース１２の長手方向に平行な方向を前後方向とし、表示部２４が形成され
た側を後方側、それとは反対側を前方側としている。また、上下方向及び前後方向と直交
する方向を左右方向とし、後述する反射部１９ｂが形成された側を左側、それとは反対側
を右側としている。
【００１９】
　ケース１２の上面側には、当該ケース１２の上端部に形成された開口部１２ａを閉じる
構成でプレート１４が配置されている。このプレート１４は、所定の厚さの平坦な板とし
て構成され、ケース１２の外部からの光が透過可能となる光透過性の部材（例えば、透明
なアクリル樹脂や透明ガラス等）によって構成されている。このプレート１４は、防塵プ
レートとして機能しており、このようなプレート１４がケース１２に形成された開口部１
２ａを閉塞することで、ケース１２を閉塞し、ケース１２の内部（特に、反射部材１８、
結像部４２、撮像部４３などが収容された収容空間）にケース１２外からの異物（塵や埃
など）が入り込みにくくなっている。また、プレート１４の上面部（ケース外に露出する
側の板面部）を部分的に覆う構成で光遮光性の塗料などからなる被覆層１６が形成されて
いる。この被覆層１６は、読取口１２ｂ及び表示部２４の周縁部に沿って形成されている
。
【００２０】
　次に、決済端末１０の電気的構成について説明する。図３に示すように、決済端末１０
は、主に、制御部２１、メモリ２２等のマイクロコンピュータ（以下「マイコン」という
）系と、照明光源４１、結像部４２、撮像部４３等の光学系（光学読取部４０）と、電源
部２８等の電源系とを備えている。
【００２１】
　制御部２１は、決済端末１０全体を制御し、マイコンを主体として構成されるものであ
り、ＣＰＵ、システムバス、入出力インタフェース等を有し、メモリ２２とともに情報処
理装置を構成している。メモリ２２には、電子マネーを利用した決済処理等を実行するた
めの所定のプログラム等が制御部２１により実行可能に予め格納されている。
【００２２】
　また、マイコン系を構成する制御部２１には、ＬＥＤ２３、表示部２４、操作部２５、
スピーカ２６、外部インタフェース２７などが接続されている。操作部２５は、制御部２
１に対して操作信号を与える構成をなしており、制御部２１は、この操作信号を受けて操
作信号の内容に応じた動作を行う。また、ＬＥＤ２３、表示部２４、スピーカ２６は、制
御部２１によって制御される構成をなしており、それぞれ、制御部２１からの指令を受け
て動作する。表示部２４は、液晶モニタ等によって構成され、決済端末１０の動作状態等
を表示可能に構成されている。外部インタフェース２７は、ホストコンピュータ等の外部
機器との間でネットワーク等を介してデータ通信を行うためのインタフェースとして構成
されており、制御部２１と協働して通信処理を行う構成をなしている。また、決済端末１
０には、電源部２８が設けられており、この電源部２８によって制御部２１や各種電気部
品に電力が供給されるようになっている。また、制御部２１には、後述する無線通信部３
０、光学系を構成する光学読取部４０が接続されている。
【００２３】
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　また、制御部２１には、検出部２９が接続されており、図１に示すように、読取口１２
ｂから離間した位置（具体的には、読取口１２ｂに対して表示部２４を挟んだ位置）に設
けられ、物体の接近を検出するように機能する。この検出部２９は、例えば赤外線センサ
として構成され、発光素子及び受光素子を備え、発光素子から照射された光が所定の物体
で反射した反射光を受光素子が受光したときに受光信号を生成し、制御部２１に出力する
ようになっている。
【００２４】
　次に、無線通信部３０について、図３（Ｂ）を用いて説明する。無線通信部３０は、ア
ンテナ３４および制御部２１と協働してＩＣカード１００との間で電磁波による通信を行
ない、ＩＣカード１００に記憶されるデータの読み取り、或いはＩＣカード１００に対す
るデータの書込みを行なうように機能するものである。この無線通信部３０は、公知の電
波方式で伝送を行う回路として構成されており、図３（Ｂ）にて概略的に示すように、送
信回路３１、受信回路３２、整合回路３３などを有している。
【００２５】
　送信回路３１は、キャリア発振器、符号化部、増幅器、送信部フィルタ、変調部などに
よって構成されており、キャリア発振器から所定の周波数のキャリア（搬送波）が出力さ
れる構成をなしている。また、符号化部は、制御部２１に接続されており、当該制御部２
１より出力される送信データを符号化して変調部に出力している。変調部は、キャリア発
振器からのキャリア（搬送波）、及び符号化部からの送信データが入力される部分であり
、キャリア発振器より出力されるキャリア（搬送波）に対し、通信対象へのコマンド送信
時に符号化部より出力される符号化された送信符号（変調信号）によってＡＳＫ（Amplit
ude Shift Keying）変調された被変調信号を生成し、増幅器に出力している。増幅器は、
入力信号（変調部によって変調された被変調信号）を所定のゲインで増幅し、その増幅信
号を送信部フィルタに出力しており、送信部フィルタは、増幅器からの増幅信号をフィル
タリングした送信信号を、整合回路３３を介してアンテナ３４に出力している。このよう
にしてアンテナ３４に送信信号が出力されると、その送信信号が送信電波として当該アン
テナ３４より外部に放射される。
【００２６】
　一方、アンテナ３４によって受信された応答信号は、整合回路３３を介して受信回路３
２に入力される。この受信回路３２は、受信部フィルタ、増幅器、復調部、二値化処理部
、複号化部などによって構成されており、アンテナ３４を介して受信された応答信号を受
信部フィルタによってフィルタリングした後、増幅器によって増幅し、その増幅信号を復
調部によって復調する。そして、その復調された信号波形を二値化処理部によって二値化
し、復号化部にて復号化した後、その復号化された信号を受信データとして制御部２１に
出力している。
　本構成では、無線通信部３０及びアンテナ３４が「通信部」の一例に相当し、ＩＣカー
ド１００と非接触通信を行うように機能する。
【００２７】
　ここで、ＩＣカード１００の電気的構成について、図４を参照して説明する。
　図４に示すように、ＩＣカード１００は、アンテナ１０１，電源回路１０２，復調回路
１０３，制御部１０４，メモリ１０５，変調回路１０６などによって構成されている。電
源回路１０２は、アンテナ１０１を介して受信した読取装置２０からの送信信号（キャリ
ア信号）を整流、平滑して動作用電源を生成するものであり、その動作用電源を、制御部
１０４をはじめとする各構成要素に供給している。
【００２８】
　また、復調回路１０３は、送信信号（キャリア信号）に重畳されているデータを復調し
て制御部１０４に出力している。メモリ１０５は、ＲＯＭ，ＥＥＰＲＯＭ等の各種半導体
メモリによって構成されており、所定の制御プログラムやＩＣカード１００の用途に応じ
たデータなどが記憶されている。例えば、メモリ１０５には、電子マネーのＩＤ（識別情
報）や残高情報などの決済に関する決済関連情報（電子マネー情報）等が記憶されている
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。なお、本実施形態では、ＩＣカード１００が「記録媒体」の一例に相当し得る。制御部
１０４は、メモリ１０５から上記情報やデータを読み出し、それを送信データとして変調
回路１０６に出力する構成をなしており、変調回路１０６は、応答信号（キャリア信号）
を当該送信データで負荷変調してアンテナ１０１から反射波として送信するように構成さ
れている。
【００２９】
　光学系（光学読取部４０）は、投光光学系と、受光光学系とに分かれている。投光光学
系を構成する照明光源４１は、照明光を照射可能な光源として機能するものであり、例え
ば、ＬＥＤなどの投光素子として構成されている。この照明光源４１は、図１に示すよう
に、上下方向と直交する平面方向において読取口１２ｂの開口領域の外側であって、プレ
ート１４の下方位置且つ後述する導光部材１９の上端位置付近に配置されている。
【００３０】
　また、図１に示すように、投光光学系は、照明光源４１からの光を導く導光部材１９を
備えている。この導光部材１９は、ケース１２の内部において照明光源４１からの照明光
が照射される位置に配置され、照明光源４１からの照明光が読取口１２ｂの開口領域を通
ってケース１２の外部に照射されるように導く構成となっている。
【００３１】
　導光部材１９は、図１に示すように、照明光源４１からの照明光を反射する複数の反射
部１９ａ，１９ｂ，１９ｃ，１９ｄを備えている。これら反射部１９ａ，１９ｂ，１９ｃ
，１９ｄはいずれも、照明光源４１からの照明光を反射する反射面として構成されている
。そして、各反射部１９ａ，１９ｂ，１９ｃ，１９ｄの各反射面はいずれも、上下方向と
直交する平面方向において、読取口１２ｂの開口領域の中心に近づくにつれて下位置とな
る傾斜面として構成されている。なお、反射部１９ａ，１９ｂ，１９ｃ，１９ｄは、例え
ば、遮光性の部材によって構成されており、反射部１９ａ，１９ｂ，１９ｃ，１９ｄのい
ずれも、照明光を反射する反射面が所定色（例えば、白色等の明色）であり、いずれも外
面に入射する光を拡散反射させる構成となっている。
【００３２】
　図１に示すように、反射部１９ａ，１９ｂは、前後方向において互いに対向するように
設けられている。また、反射部１９ｃ，１９ｄは、上下方向と直交する所定方向（幅方向
）において互いに対向し、それぞれ他方の反射部に近づくにつれて下位置となる傾斜面と
して構成されている。そして、導光部材１９全体が、撮像部４３の視野範囲の外側におい
て、下方位置となるにつれて孔の大きさ（開口領域）が狭くなるすり鉢状の構造となって
いる。このような構成によって、照明光源４１から照射された照明光がすり鉢状に構成さ
れた導光部材１９の壁面に照射されるため、反射部１９ａ，１９ｂ，１９ｃ，１９ｄが全
体的に明るく光ることになる。
【００３３】
　図３で示すように、受光光学系は、反射部材１８（図１参照）、撮像部４３、結像部４
２、などによって構成されている。
【００３４】
　撮像部４３は、例えばＣＣＤ素子やＣＭＯＳ素子等の固体撮像素子（受光素子）が二次
元的に配列された受光センサ（エリアセンサ）などによって構成されており、図１に示す
ように、結像部４２に面する側にケース１２外からの光を受光し得る受光面４３ａが配置
されている。この撮像部４３は、反射部材１８で反射された光が結像部４２を通過して受
光面４３ａに入り込もうとする入射光を受光し得るように基板に実装されている。そして
、例えば、図３（Ｃ）のように、読取対象物（ＩＣカード１００）が視野範囲内に配置さ
れたとき（例えば、ＩＣカード１００が開口領域内においてプレート１４に接触又は近接
するように配置されたとき）、このＩＣカード１００に照射されて反射した反射光Ｌｒを
受光する構成となっている。そして、この撮像部４３は、無線通信部３０及びアンテナ３
４により通信可能な状態のＩＣカード１００を撮像するように機能する。
【００３５】
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　結像部４２は、公知の結像レンズによって構成され、結像光学系として機能している。
この結像部４２は、撮像部４３で撮像可能となる視野範囲を定めると共に、ケース１２の
外部から読取口１２ｂを通過して入り込んだ光（具体的には、当該入射光が反射部材１８
で反射した光）を撮像部４３の受光領域に導く構成となっている。そして、結像部４２は
、ケース１２の外部において視野範囲内に、ＩＣカード１００が配置されたときに当該Ｉ
Ｃカード１００の像を撮像部４３の受光領域に結像させるように機能する。本構成では、
照明光源４１から照射され、導光部材１９によってケース外に導かれた照明光をＩＣカー
ド１００に当てながら当該ＩＣカード１００を撮像し得るようになっており、結像部４２
は、ＩＣカード１００が視野範囲内（撮像エリア内）に配置されたときに、このＩＣカー
ド１００からの反射光Ｌｒを集光し、撮像部４３の受光面４３ａにＩＣカード１００の像
を結像させるように構成されている。なお、結像部４２としては、例えば、焦点距離が短
く画角の広い広角レンズを好適に用いることができる。
【００３６】
　また、マイコン系は、図示しない増幅回路、Ａ／Ｄ変換回路、アドレス発生回路、同期
信号発生回路等を備えており、例えば上述した光学系によって撮像されたＩＣカード１０
０の画像信号を公知の方法によって信号処理するように構成されている。
【００３７】
　次に、決済端末１０による決済処理について図５に示すフローチャートを用いて説明す
る。
　本実施形態では、店舗などでの商品の購入時に行われる決済端末１０による決済処理を
想定して説明する。店舗では、例えば、決済端末１０が、図２に示すように、商品を置い
て接客可能な構成の接客テーブルの載置面Ｆ上に載置されている。また、決済端末１０は
、例えば、コンピュータなどの情報処理装置を備えたＰＯＳ（point of sale）レジと通
信可能に接続され、読み取った情報を用いて、ＰＯＳレジからの情報に基づいて決済に関
する様々な処理を行うようになっている。また、本実施形態では、ＩＣカード１００を決
済端末１０にかざす位置によって当該決済端末１０に撮像される撮像画像内におけるＩＣ
カード１００の位置が異なるようになっており、この撮像画像内におけるＩＣカード１０
０の位置に基づいて決済処理に利用される電子マネーの種類を選択できるようになってい
る。
【００３８】
　購入者が商品を販売員に渡したり、商品を指定するなどして販売員が購入商品を認識す
ると、販売員は、商品の価格（精算金額）を商品に付された情報コードの読み取りなどに
よってＰＯＳレジに入力する。このように、全ての購入商品の価格が入力され、精算金額
の集計が完了すると、図５に示す情報処理が制御部２１によって開始され、表示部２４に
決済端末１０で決済処理が可能な電子マネーの種類の一部の情報などが表示される（ステ
ップＳ１）。具体的には、表示部２４にＩＣカード１００を読取口１２ｂにかざす動作を
促すための情報と、ＩＣカード１００のかざす位置と決済に用いられる電子マネーの種類
との対応関係に関する情報と、が表示される。また、表示部２４には、表示されている電
子マネーの種類とは異なる種類の電子マネーの種類を選択可能とするような方法を示す情
報も表示されている。
【００３９】
　例えば、図６（Ａ）に示すように、表示部２４には、表示画像Ａが表示され、この表示
画像Ａには、選択可能な電子マネーの種類がその選択の方法と共に表示される選択画像Ｂ
が含まれている。この選択画像Ｂは、複数種類の電子マネーが、光学読取部４０によって
撮像される撮像画像内のＩＣカード１００の位置に対応付けられた情報として構成されて
いる。また、選択画像Ｂを構成する第１部分Ｂ１、第２部分Ｂ２、第３部分Ｂ３、第４部
分Ｂ４は、それぞれ撮像画像を構成する第１領域ＡＲ１、第２領域ＡＲ２、第３領域ＡＲ
３、第４領域ＡＲ４（図８参照）に対応している。具体的には、選択画像Ｂの第１部分Ｂ
１は、撮像画像において第１領域ＡＲ１に位置するようにＩＣカード１００が撮像される
場合（第１コマンドが入力される場合）に、決済処理に用いる電子マネーとして「Ｅｘｘ
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」を選択することを示している。同様に、選択画像Ｂの第２部分Ｂ２は、撮像画像におい
て第２領域ＡＲ２に位置するようにＩＣカード１００が撮像される場合（第２コマンドが
入力される場合）に、決済処理に用いる電子マネーとして「Ｑｘｘｘｘ」を選択すること
を示している。同様に、選択画像Ｂの第３部分Ｂ３は、撮像画像において第３領域ＡＲ３
に位置するようにＩＣカード１００が撮像される場合（第３コマンドが入力される場合）
に、決済処理に用いる電子マネーとして「Ｓｘｘｘｘ」を選択することを示している。同
様に、選択画像Ｂの第４部分Ｂ４は、撮像画像において第４領域ＡＲ４に位置するように
ＩＣカード１００が撮像される場合（第４コマンドが入力される場合）に、決済処理に用
いる電子マネーとして「ｉｘｘ」を選択することを示している。
【００４０】
　Ｓ１に続いて、切替動作を検出したか否か判断する（Ｓ２）。例えば、Ｓ１の処理の後
に所定時間（例えば５秒）が経過するまでに切替動作を検出したか否か判断する。なお、
決済端末１０には、撮像画像内におけるＩＣカード１００の位置と当該記録媒体の位置に
基づいて選択される電子マネーの種類とを一組とする選択パターンを複数組設定した選択
パターン群が切り替え可能に複数用意されている。具体的には、図６（Ａ）に示す表示画
像Ａが表示部２４に表示されている状態（第１状態）において選択される電子マネー「Ｅ
ｘｘ」、「Ｑｘｘｘｘ」、「Ｓｘｘｘｘ」、「ｉｘｘ」の各選択パターンが設定された選
択パターン群と、図６（Ｂ）に示す表示画像Ｃが表示部２４に表示されている状態（第２
状態）において選択される電子マネー「Ｗｘｘｘｘ」、「ｎｘｘ」、「ｍｘｘｘｘ」の各
選択パターンが設定された選択パターン群と、が切り替え可能に用意されている。なお、
第２状態においては、第１状態に戻る制御をＩＣカード１００の撮像位置に基づいて行う
選択パターンも選択パターン群に含まれている。また、表示画像Ｃに含まれる選択画像Ｄ
を構成する第１部分Ｄ１、第２部分Ｄ２、第３部分Ｄ３、第４部分Ｄ４は、表示画像Ａの
構成と同様に、それぞれ撮像画像を構成する第１領域ＡＲ１、第２領域ＡＲ２、第３領域
ＡＲ３、第４領域ＡＲ４（図８参照）に対応している。
【００４１】
　ここで、選択パターン群の切替動作は、例えば、予めメモリ２２に選択パターン群に関
する情報（ＩＣカード１００の撮像位置と情報処理とを対応付けた情報）が記憶され、検
出部２９が切替動作を検出した場合に行われるようになっている。具体的には、図７に示
すように、ＩＣカード１００が検出部２９を覆うように決済端末１０に翳されることで、
検出部２９によってＩＣカード１００が検出部２９に近接したことを検知し、切替動作と
して検出する。このように、検出部２９は、選択パターン群を切り替えるためのＩＣカー
ド１００の動きを切替動作として検出するように機能する。そして、制御部２１は、選択
可能となる選択パターン群を、検出部２９による切替動作の検出結果に応じて複数の選択
パターン群の中からいずれか１つに切り替えるように制御するように機能する。
【００４２】
　Ｓ２で切替動作を検出した場合、Ｙｅｓに進み、選択パターン群を切り替え（Ｓ３）、
再びＳ２の処理を行う。例えば、表示部２４の表示を、図６（Ａ）に示す表示画像Ａから
図６（Ｂ）に示す表示画像Ｃに切り替え、Ｓ２の処理を行う。一方で、Ｓ２で切替動作を
検出しない場合、Ｎоに進み、Ｓ４の処理を行う。Ｓ４では、撮像処理を行い、撮像画像
に変化があるか否か判断する。例えば、所定の時間間隔で撮像される撮像画像において、
所定の時間に撮像された撮像画像が、その前の時間に撮像された撮像画像に対して変化し
ているか否か判断する。なお、図８に示すように、読取口１２ｂの左前角部の上方にＩＣ
カード１００を翳すことで、撮像画像にＩＣカード１００が写り込み、撮像画像に変化が
生じることになる。Ｓ４で撮像画像に変化がないと判断される場合、再びＳ２の処理を行
う。一方で、Ｓ４で撮像画像に変化があると判断される場合、Ｓ５でキャリアの出力処理
がなされて、所定のキャリアがアンテナ３４を介して出力される状態になる。
【００４３】
　Ｓ５に続いて、Ｓ６では、ポーリング処理がなされ、アンテナ３４に近づけられたＩＣ
カード１００を検知（捕捉）するための処理がなされた後、ＩＣカード１００からの応答
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があるか否か判断する。Ｓ６でＩＣカード１００からの応答がないと判断される場合、Ｓ
７でキャリアの出力を停止し、再びＳ２の処理を行う。一方で、Ｓ６でＩＣカード１００
からの応答があると判断される場合、Ｓ８に進む。
【００４４】
　Ｓ８では、再びＩＣカード１００の撮像処理を行う。続くＳ９では、Ｓ８で撮像された
撮像画像内におけるＩＣカード１００が、第１領域ＡＲ１～第４領域ＡＲ４（図９（Ａ）
（Ｂ）に示す第１領域ＡＲ１～第４領域ＡＲ４を参照）のいずれの領域に位置するのか判
断する。撮像画像内におけるＩＣカード１００の位置の検出は、例えば、撮像画像におけ
るＩＣカード１００が写し出される部分の占める割合が最も大きい領域が第１領域ＡＲ１
～第４領域ＡＲ４のいずれであるかによって判断される。例えば、図９（Ａ）に示す撮像
画像Ｐ１では、ＩＣカード１００が写し出される部分Ｑ１が、第１領域ＡＲ１～第４領域
ＡＲ４の中で第３領域ＡＲ３に最も大きな割合で含まれているため、ＩＣカード１００の
像（Ｑ１）が第３領域ＡＲ３に位置していると判断される。また、図９（Ｂ）に示す撮像
画像Ｐ２でも、ＩＣカード１００が写し出される部分Ｑ２が、第１領域ＡＲ１～第４領域
ＡＲ４の中で第３領域ＡＲ３に最も大きな割合で含まれているため、ＩＣカード１００の
像（Ｑ２）が第３領域ＡＲ３に位置していると判断される。
　なお、本実施形態では、制御部２１が「位置特定部」の一例に相当し、撮像部４３によ
って得られる撮像画像内におけるＩＣカード１００の位置を特定するように機能する。
【００４５】
　ここで、図８に示す直線Ｌ１，Ｌ２は、読取口１２ｂの開口領域を４つの領域に分断す
る仮想の直線であり、領域Ｈ１～Ｈ４のそれぞれの上方で撮像される物体は、撮像画像の
第１領域ＡＲ１～第４領域ＡＲ４にそれぞれ写し出される構成となっている。なお、撮像
画像内におけるＩＣカード１００の位置の検出は、撮像画像におけるＩＣカード１００の
中心が第１領域ＡＲ１～第４領域ＡＲ４のどの領域に写し出されるか否かなど、公知のそ
の他の方法を用いてもよい。
【００４６】
　続くＳ１０では、Ｓ８で撮像された撮像画像内におけるＩＣカード１００が、選択パタ
ーン群の切替制御と対応付けられた領域（選択パターン切替領域）に位置するか否か判断
する。例えば、図６（Ｂ）に示す表示画像Ｃが表示部２４に表示されている状態（第２状
態）において、Ｓ８の撮像処理が行われる場合、撮像画像内のＩＣカード１００が第４領
域ＡＲ４に位置するか否か判断する。Ｓ１０で、ＩＣカード１００が選択パターン切替領
域に位置すると判断される場合、Ｙｅｓに進み、選択パターン群を切り替え（Ｓ１１）、
所定時間（例えば５秒）の経過後、再びＳ８の処理を行う。一方で、Ｓ１０で、ＩＣカー
ド１００が選択パターン切替領域に位置しないと判断される場合、Ｎｏに進み、Ｓ１２の
処理を行う。
【００４７】
　Ｓ１２では、Ｓ９で特定した撮像画像内におけるＩＣカード１００の位置に基づいて利
用する電子マネーを選択する。すなわち、撮像画像内においてＩＣカード１００が第１領
域ＡＲ１に位置する場合（第１コマンドが入力される場合）には、「Ｅｘｘ」の電子マネ
ーを選択する。同様に、第２領域ＡＲ２に位置する場合（第２コマンドが入力される場合
）には、「Ｑｘｘｘｘ」の電子マネーを選択し、第３領域ＡＲ３に位置する場合（第３コ
マンドが入力される場合）には、「Ｓｘｘｘｘ」の電子マネーを選択し、第４領域ＡＲ４
に位置する場合（第４コマンドが入力される場合）には、「ｉｘｘ」の電子マネーを選択
する。
　なお、本実施形態では、制御部２１が「選択部」の一例に相当し、特定されたＩＣカー
ド１００の位置に基づいて、複数種類の電子マネーの中からいずれか１つを選択するよう
に機能する。
【００４８】
　Ｓ１２に続いて、電子マネーの選択結果と、電子マネーの選択のキャンセル方法を報知
する（Ｓ１３）。例えば、Ｓ１２で「Ｅｘｘ」の電子マネーを選択した場合には、表示部
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２４に「Ｅｘｘの電子マネーで決済処理を行います」などの文章を表示したり、スピーカ
２６により「Ｅｘｘの電子マネーで決済処理を行います」などのアナウンスを音声で出力
する。また、表示部２４には、選択した電子マネーによる決済処理の中止が、ＩＣカード
１００を決済端末１０に翳した状態を解除することで可能である旨を表示する。続いて、
Ｓ１２の処理から所定時間（例えば１～３秒）が経過した後、ポーリング処理がなされ、
ＩＣカード１００からの応答があるか否か判断する（Ｓ１４）。Ｓ１４でＩＣカード１０
０からの応答がないと判断される場合（例えば、ＩＣカード１００を決済端末１０から離
し、通信状態が解除される場合）、Ｎｏに進み、Ｓ７の処理を行う。一方で、Ｓ１４でＩ
Ｃカード１００からの応答があると判断される場合、Ｙｅｓに進み、Ｓ１５の処理を行う
。
　なお、本実施形態では、表示部２４及びスピーカ２６が「報知部」の一例に相当し、択
部による選択結果を報知するように機能する。
【００４９】
　Ｓ１５では、ＩＣカード１００に記録された識別情報を用い、Ｓ１２で選択した電子マ
ネーを利用してＳ１の処理前に集計された精算金額の合計に基づいた決済に関する処理が
行われる。例えば、「Ｅｘｘ」の電子マネーに関する識別情報「ａａａａ」がＩＣカード
１００に記録されており、Ｓ１２で「Ｅｘｘ」の電子マネーを選択した場合には、識別情
報「ａａａａ」によって特定される「Ｅｘｘ」の電子マネーの電子マネー情報（残高情報
など）が更新される。なお、ＩＣカード１００には、決済端末１０によって決済処理が可
能な複数種類の電子マネーにそれぞれ用いられる複数の識別情報が記録可能となっている
。続いて、Ｓ１５の決済に関する処理が正常に行われたか否か判断する（Ｓ１６）。例え
ば、精算金額の合計よりも、識別情報「ａａａａ」によって特定される残高が低い場合に
、決済に関する処理が正常に行われていないと判断される。Ｓ１６で決済に関する処理が
正常に行われたと判断された場合、Ｙｅｓに進み、Ｓ１７でキャリア出力の停止処理がな
されて、続くＳ１８で決済が完了した旨を報知する。Ｓ１８では、例えば、決済が完了し
た旨を表示部２４に表示したり、その旨をスピーカ２６によって音声出力したり、ＬＥＤ
２３を点灯させたりする。Ｓ１８の処理が行われると、図５の決済処理を終了する。
　なお、本実施形態では、制御部２１が「情報処理部」の一例に相当し、受信したＩＣカ
ード１００の識別情報を用いて、選択された電子マネーの電子マネー情報を利用した決済
処理を実施するように機能する。
【００５０】
　一方で、Ｓ１６で決済に関する処理が正常に行われていないと判断された場合、Ｎｏに
進み、Ｓ１９でキャリア出力の停止処理がなされて、続くＳ２０で決済が未完了である旨
を報知する。Ｓ２０では、例えば、決済が未完了である旨を表示部２４に表示したり、そ
の旨をスピーカ２６によって音声出力したり、ＬＥＤ２３を点滅させたりする。Ｓ２０の
処理が行われると、図５の決済処理を終了する。
【００５１】
　以上説明したように、本第１実施形態の決済端末１０は、撮像部４３によって得られる
撮像画像内において、無線通信部３０及びアンテナ３４により通信可能な状態のＩＣカー
ド１００の位置を特定する制御部２１を備えている。また、制御部２１によって特定され
たＩＣカード１００の位置に基づいて、複数種類の情報処理の中からいずれかの種類の情
報処理を選択するようになっている。
　これにより、ＩＣカード１００を決済端末１０に翳して通信状態におく際に、所望する
種類の情報処理に関連付けられた位置でＩＣカード１００が撮像されるようにすることで
、当該所望の種類の情報処理を選択することができる。すなわち、ＩＣカード１００を決
済端末１０に翳すのみの動作によって、所望する種類の情報処理を選択することができる
。そのため、決済端末１０に対して情報処理の種類を選択するための入力処理などの特別
な操作が不要になり、人為的な操作ミスによる所望の種類の情報処理と異なる種類の情報
処理の選択を防ぐことができる。
【００５２】
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　また、ＩＣカード１００は、制御部２１によって選択される複数種類の情報処理にそれ
ぞれ利用される複数の識別情報が記録され、選択された種類の情報処理を、当該情報処理
に利用されるＩＣカード１００に記録された識別情報を用いて実施する構成となっている
。
　この構成では、１つのＩＣカード１００であっても、決済端末１０に対して情報処理の
種類を選択するための入力処理などの操作を行うことなく、複数種類の情報処理の中から
所望の情報処理を選択して実施することが可能になり、ＩＣカード１００を所持する利用
者の利便性を向上させることができる。
【００５３】
　また、制御部２１による選択結果を報知する表示部２４、スピーカ２６を備える構成と
なっている。
　この構成では、情報処理の選択結果を報知することで、ＩＣカード１００の利用者は選
択された情報処理の種類を把握することができ、所望の種類の情報処理が選択されたか否
か確認することができる。そのため、所望の種類の情報処理が選択された場合には、安心
して情報処理を行わせることができ、所望の種類とは異なる種類の情報処理が選択された
場合には、再度、撮像部４３によるＩＣカード１００の撮像を促すことができる。
【００５４】
　また、制御部２１によって特定されるＩＣカード１００の位置と当該ＩＣカード１００
の位置に基づいて選択される情報処理とを一組とする選択パターンを１または複数組設定
した選択パターン群が切り替え可能に複数用意されている。また、選択パターン群を切り
替えるためのＩＣカード１００の動きを切替動作として検出する検出部２９と、制御部２
１によって選択可能となる選択パターン群を、切替動作の検出結果に応じて複数の選択パ
ターン群の中からいずれか１つに切り替えるように制御する制御部２１と、を備える構成
となっている。
　この構成では、制御部２１によって選択可能な選択パターンを１または複数組設定した
選択パターン群が切り替え可能であるため、このような選択パターン群の切替が不可能な
決済端末１０と比べて、より多くの選択パターンに基づいて情報処理を選択できるように
なり、利用者の利便性を向上させることができる。さらに、ＩＣカード１００を決済端末
１０に翳す動作に付随して、切替動作となるように当該ＩＣカード１００を動かすことで
、用意された複数の選択パターン群の中から、所望の選択パターン群に切り替えることが
できる。そのため、決済端末１０に対して選択パターン群を切り替えるための入力処理な
ど別途特別な操作を行うことなく、所望の選択パターン群の中から所望の選択パターンを
選択できるようになり、利用者の利便性をより一層向上させることができる。
【００５５】
　また、無線通信部３０及びアンテナ３４は、所定の電子マネーに利用される識別情報が
記録されるＩＣカード１００と通信し、制御部２１は、特定されるＩＣカード１００の位
置に基づいて、複数種類の電子マネーの中からいずれか１つを選択する。また、制御部２
１は、無線通信部３０及びアンテナ３４により受信したＩＣカード１００の識別情報を用
いて、選択された電子マネーの電子マネー情報を利用した決済処理を実施する構成となっ
ている。
　この構成では、決済端末１０などの情報処理装置に対して電子マネーの種類を選択する
ための入力処理などの特別な操作が不要になる。そして、顧客が店舗において電子マネー
が記録された決済用のＩＣカード１００を用いて決済処理を行う場合に、店員に対して決
済に利用する電子マネーの種類を伝えて電子マネーの種類を選択してもらう必要もなくな
る。そのため、顧客と店員との間で意思疎通が不完全となり正確に電子マネーの種類が選
択されない虞や、人為的なミスで所望の種類の電子マネーとは異なる種類の電子マネーが
選択される虞もなくなる。
【００５６】
　[第２実施形態]
　次に、本発明の第２実施形態について説明する。
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　第２実施形態は、撮像画像内のＩＣカード１００の位置に基づいて選択される電子マネ
ー（第１選択結果）と、ＩＣカード１００の撮像画像から抽出されるデザインに基づいて
選択される電子マネー（第２選択結果）と、を比較することで、第１選択結果に関わる電
子マネーの種類が所望の電子マネーの種類であることの信頼性を高める構成となっている
。
　具体的には、第２実施形態は、電子マネーの選択処理の方法が上記第１実施形態と異な
る。また、第２実施形態に係る決済端末１０は、ハードウェア構成については第１実施形
態の決済端末１０と同様であり、同一の符号を付し、ハードウェア構成の詳細な説明は省
略する。また、電子マネーの選択処理以外の処理は、上記第１実施形態と同様であるため
詳細な説明は省略する。
【００５７】
　以下、本第２実施形態に係る決済端末１０の決済処理について、図１０、図１１に示す
フローチャートを用いて説明する。
　図１０に示すＳ１～Ｓ１１の処理は、上記第１実施形態のＳ１～Ｓ１１（図５）の処理
と同様に行われる。そして、Ｓ８～Ｓ１１の処理でそれぞれＹｅｓに進む場合、Ｓ３１で
、Ｓ８～Ｓ１１のいずれかの処理結果に基づいて利用する電子マネーを第１選択結果とし
て選択する。
【００５８】
　続く図１１に示すＳ３２では、Ｓ８で撮像された撮像画像内におけるＩＣカード１００
の部分（以下、カード画像という）を抽出し、カード画像が所定のサイズになるように画
像データを補正する。例えば、カード画像を長手方向が８６ｍｍ、短手方向が５４ｍｍと
なるように画像データを補正する。続いて、Ｓ３３では、カード画像から特徴エリアを抽
出する。すなわち、カード画像からＩＣカード１００のデザインに特徴的な部分を特徴エ
リアとして抽出する。例えば、カード画像から得られる輝度波形に基づいて、カード画像
内の所定の閾値以上の輝度（振幅）が得られる領域や、一定の範囲において輝度（振幅）
が得られる領域を特徴エリアとする。具体的には、図１２（Ａ）に示すＩＣカード１００
を撮像した場合、制御部２１は、図１２（Ｂ）に示すように、カード画像Ｐ３から特徴エ
リアＣＨ１～ＣＨ５が抽出される。なお、図１２（Ａ）に示すＩＣカード１００は、電子
マネーの一種である「ＡＡＡ」を利用可能な記録媒体とする。また、撮像画像にＩＣカー
ド１００の一部が映り込む場合には、カード画像がＩＣカード１００の一部の画像である
ことを前提に画像データを上記補正方法と同様に補正して、同様にカード画像から特徴エ
リアを抽出することができる。
　なお、特徴エリアは、本発明の「特定情報」の一例に相当し、ＩＣカード１００の撮像
部４３に向けられる面に表示され、電子マネーの種類を特定するように機能する。また、
制御部２１は、本発明の「読取部」の一例に相当し、撮像部４３によって撮像されるＩＣ
カード１００から、特徴エリアの情報を読み取るように機能する。
【００５９】
　続くＳ３４では、Ｓ３３で抽出した特徴エリアＣＨ１～ＣＨ５の種類を特定する。具体
的には、特徴エリアＣＨ１～ＣＨ５において、公知の文字認識処理を行い、文字のみによ
って構成される特徴エリアを文字エリアとし、図形が含まれる特徴エリアを図形エリアと
する。さらに、輝度（振幅）変化が検出されない、或いは輝度（振幅）変化が少ない特徴
エリアを背景エリアとする。例えば、図１２（Ｂ）では、特徴エリアＣＨ１，ＣＨ５が文
字エリアであり、特徴エリアＣＨ２，ＣＨ４が図形エリアであり、特徴エリアＣＨ３が背
景エリアとなる。
【００６０】
　続くＳ３５では、特徴エリアＣＨ１～ＣＨ５の情報を、予めメモリ２２に記憶された特
徴テーブルを構成する情報と比較し、一致度を導出する。ここで、メモリ２２には、図１
３に示すように、複数種類のＩＣカードに対して、当該ＩＣカードのデザインに基づく情
報が対応付けられた特徴テーブルが記憶されている。例えば、図１３に示すＡ社カードは
、カード会社のＡＡＡ株式会社が発行するＩＣカードであり、Ａ社カードに対応付けられ
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た図形情報として、図１４（Ａ）に示すロゴマークと、図１４（Ｂ）に示すマスコットと
、が記憶されている。また、Ａ社カードに対応付けられた文字情報として、カード名称「
ＡＡＡカード」と、会社名「ＡＡＡ株式会社」と、が記憶されている。また、Ａ社カード
に対応付けられた背景色（柄）情報として、カード中心位置の青色単色と、カード周縁位
置の白色単色と、が記憶されている。また、Ａ社カード以外にも、Ｂ社カード、Ｃ社カー
ド、その他のカードについても同様に、図形情報、文字情報、背景色（柄）情報が対応付
けて記憶されている。
【００６１】
　Ｓ３５では、具体的に、特徴エリアＣＨ１～ＣＨ５の情報を、特徴テーブルの全ての図
形情報、文字情報、背景色（柄）情報と一致するか公知の方法を用いて比較し、図１３に
示すような一致度変数として算出する。例えば、図形情報の比較であれば、図形エリアの
情報と特徴テーブルの図形情報との共通点を抽出し、共通点の数の程度で一致度を算出す
る。また、文字情報の比較であれば、文字エリアの情報と特徴テーブルの文字情報とにお
いて、文字数や、同じ文字であるか等によって一致度を算出する。また、背景色（柄）情
報の比較であれば、背景エリアの情報と特徴テーブルの文字情報とにおいて、色の種類や
色の存在する位置等の一致する程度によって一致度を算出する。
【００６２】
　例えば、図１２（Ｂ）に示すカード画像Ｐ３であれば、一致度変数Ａ１１を算出するた
めに、図１４（Ａ）に示すロゴマークの図形情報と、図形エリアである特徴エリアＣＨ２
，ＣＨ４の図形情報と、を比較する。この場合、図１４（Ａ）のロゴマークと、図１２（
Ｂ）に示す特徴エリアＣＨ２の図形が、ともに同じ構成の鶴であるため、一致度変数Ａ１
１が例えば０．５という比較的高い値として算出される。なお、一致度変数は、０～１の
値をとり、一致度が高いほど大きな値になる。また、一致度変数Ａ１２を算出するために
、図１４（Ｂ）に示すマスコットの図形情報と、図形エリアである特徴エリアＣＨ２，Ｃ
Ｈ４の図形情報と、を比較する。この場合、図１４（Ｂ）のマスコットと、図１２（Ｂ）
に示す特徴エリアＣＨ４の図形が、ともに同じ構成（２つの結合した円の中にＡＡＡＣＡ
ＲＤの文字を含む構成）であるため、一致度変数Ａ１１が例えば０．５という比較的高い
値として算出される。
【００６３】
　また、一致度変数Ａ２１を算出するために、カード名称（例えば、特徴テーブルに記憶
される「ＡＡＡＣＡＲＤ」）の文字情報と、文字エリアである特徴エリアＣＨ１，ＣＨ５
の文字情報と、を比較する。この場合、特徴エリアＣＨ１から読み取られる文字列が「Ａ
ＡＡＸＸＲＤ」であるとすると、特徴テーブルの文字列「ＡＡＡＣＡＲＤ」と一部が異な
るため、一致度変数Ａ２１が例えば０．７という比較的高い値として算出される。また、
一致度変数Ａ２２を算出するために、会社名（例えば、特徴テーブルに記憶される「ＡＡ
Ａ株式会社」）の文字情報と、文字エリアである特徴エリアＣＨ１，ＣＨ５の文字情報と
、を比較する。この場合、特徴エリアＣＨ５から読み取られる文字列が「ＡＡＡ株ＸＸ」
であるとすると、特徴テーブルの文字列「ＡＡＡ株式会社」と一部が異なるため、一致度
変数Ａ２２が例えば０．７という比較的高い値として算出される。
【００６４】
　また、一致度変数Ａ３１を算出するために、「カード中心位置の青色単色」の背景情報
と、背景エリアである特徴エリアＣＨ３の背景情報と、を比較する。この場合、特徴エリ
アＣＨ３から抽出される背景情報が「カード中心位置の青色単色」であるため、特徴テー
ブルの「カード中心位置の青色単色」の背景情報と一致するため、一致度変数Ａ３１が例
えば０．８という比較的高い値として算出される。また、一致度変数Ａ３２を算出するた
めに、「カード周縁位置の白色単色」の背景情報と、背景エリアである特徴エリアＣＨ３
の背景情報と、を比較する。この場合、特徴エリアＣＨ３から抽出される背景情報が「カ
ード中心位置の青色単色」であるため、特徴テーブルの「カード中心位置の青色単色」の
背景情報と一致しない、一致度変数Ａ３２が例えば０という最低値として算出される。
【００６５】
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　同様にして、図１３のＢ社カードに関する一致度変数Ｂ１１，Ｂ１２，Ｂ２１，Ｂ２２
，Ｂ３１，Ｂ３２を算出する。また、特徴テーブルに他の種類のＩＣカードの情報が含ま
れている場合には、その情報に基づく一致度変数を算出する。そして、それぞれの種類の
ＩＣカードについて一致度変数を足し合わせた値を算出し、各ＩＣカード間で最も一致度
変数の和が大きいものを選択する。なお、ここでの選択を第２選択とする。例えば、図１
２（Ｂ）に示すカード画像Ｐ３のデザインの特徴がＢ社カードの図形、文字、背景色（柄
）の各特徴とまったく一致しない場合には、一致度変数Ｂ１１，Ｂ１２，Ｂ２１，Ｂ２２
，Ｂ３１，Ｂ３２がすべて０となり、一致度変数の和が０となる。そして、他のＩＣカー
ドにおいても一致度変数がＡ社カードに関する一致度変数の和を下回った場合、Ａ社カー
ドによって利用可能な電子マネー「ＡＡＡ」が制御部２１によって第２選択結果として特
定されることになる（Ｓ３６）。
　なお、制御部２１は、「第２選択部」の一例に相当し、読み取られた特徴エリアの情報
に基づいて、複数種類の電子マネーの中からいずれか１つを選択するように機能する。
【００６６】
　続くＳ３７では、第１選択結果に関わる電子マネーの種類と、第２選択結果に関わる電
子マネーの種類が一致するか否か判断する。第１選択結果と第２選択結果が一致しない場
合には、Ｎｏに進み、その旨を表示部２４による表示やスピーカ２６による音声出力によ
って報知し（Ｓ３８）、Ｓ７の処理を行う。なお、表示部２４及びスピーカ２６は、本発
明の「第２報知部」に相当する。一方で、第１選択結果と第２選択結果が一致する場合に
は、Ｙｅｓに進み、第１選択結果に関わる電子マネーの種類を最終的な選択結果として選
択する（Ｓ３９）。
【００６７】
　Ｓ３９に続いて、上記第１実施形態のＳ１３（図５参照）の処理と同様に、電子マネー
の最終的な選択結果と、電子マネーの選択のキャンセル方法を報知する（Ｓ４０）。続く
Ｓ１４～Ｓ２０の処理は、上記第１実施形態のＳ１４～Ｓ２０の処理（図５参照）と同様
である。
【００６８】
　以上説明したように、本第２実施形態では、ＩＣカード１００の撮像部４３に向けられ
る面には、電子マネーの種類を特定する特徴エリアが表示され、撮像部４３によって撮像
されるＩＣカード１００から特徴エリアの情報を読み取る。また、読み取られた特徴エリ
アの情報に基づいて、複数種類の電子マネーの中からいずれか１つを選択する。そして、
第１選択結果が第２選択結果と一致する場合に、第１選択結果に関わる電子マネーを利用
した決済処理を行い、第１選択結果が第２選択結果と一致しない場合に、第１選択結果に
関わる電子マネーを利用した決済処理を行わないようになっている。
　この構成では、ＩＣカード１００を撮像部４３に撮像させることで、第１選択結果に関
わる電子マネーが所望の種類の電子マネーであるか否か判断するための情報（特徴エリア
の情報）を取得することができる。そして、第１選択結果が第２選択結果と一致する場合
に、第１選択結果に関わる電子マネーを利用した決済処理を行うため、当該電子マネーの
種類が所望の電子マネーの種類であることの信頼性を高めることができる。一方で、第１
選択結果が第２選択結果と一致しない場合には、第１選択結果に関わる電子マネーが所望
の種類の電子マネーである可能性が低いため、第１選択結果に関わる電子マネーに基づく
決済処理を実施しないことで、第１選択結果を用いることを回避することができる。
【００６９】
　また、第１選択結果に関わる電子マネーが、第２選択結果に関わる電子マネーとは異な
る種類の電子マネーである場合に、その旨を報知する表示部２４及びスピーカ２６を備え
る構成となっている。
　この構成では、表示部２４及びスピーカ２６によって第１選択結果と第２選択結果とが
異なる旨を報知することで、利用者にＩＣカード１００の撮像位置を誤った可能性が高い
ことを認識させることができ、再度、撮像部４３によるＩＣカード１００の撮像を促すこ
とができる。
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【００７０】
　また、図１５（Ａ）に示すＩＣカード１００は、図１２（Ａ）に示すＩＣカード１００
のデザインとは異なる構成のＡ社のデザインカードである。図１５（Ａ）に示すカードの
構成では、図１５（Ｂ）に示すように、カード画像Ｐ４から特徴エリアＣＨ６～ＣＨ８が
抽出され、上記図１２（Ａ）に示すＩＣカード１００の場合と同様に、Ｓ３２～Ｓ３６の
第２選択処理が行われることになる。そして、予め図１３に示す特徴テーブルに、特徴エ
リアＣＨ６～ＣＨ８に含まれるロゴマーク、マスコット、背景色（柄）の情報をＡ社カー
ドと対応付けて記憶させておくことで、第２選択処理で電子マネー「ＡＡＡ」が選択され
ることになる。すなわち、１つの会社が発行するデザインが異なる複数のデザインカード
であっても、第２選択処理で同一の電子マネー「ＡＡＡ」が選択されるようにすることが
できる。
【００７１】
　［他の実施形態]
　本発明は上記記述及び図面によって説明した実施形態に限定されるものではなく、例え
ば次のような実施形態も本発明の技術的範囲に含まれる。
【００７２】
　上記第１，２実施形態において、「記録媒体」の一例としてＩＣカード１００を示した
が、電子マネーの識別情報が記録されて、決済端末１０と通信可能な構成であればその他
の構成であってもよい。例えば、記録媒体が、電子マネーの利用が可能な携帯電話機やス
マートフォンなどの携帯デバイスであってもよい。
【００７３】
　また、上記第１，２実施形態において、撮像画像内におけるＩＣカード１００の位置と
当該記録媒体の位置に基づいて選択される電子マネーの種類とを一組とする選択パターン
を４組設定した２つの選択パターン群が切り替え可能に２つ用意される構成を例示した。
しかしながら、１つの選択パターン群に４組以外の組数の選択パターンが設定されていて
もよい。例えば、１つの選択パターン群において、２種類の電子マネーを選択可能に設定
される構成であってもよく、選択パターン群が３つ用意される構成であってもよい。
【００７４】
　また、上記第２実施形態において、第２選択（Ｓ３６の処理）の際に、特徴テーブル（
図１３参照）におけるそれぞれの種類のＩＣカードについて一致度変数を足し合わせた値
を算出し、各ＩＣカード間で最も一致度変数の和が大きいＩＣカードを選択する構成を例
示した。しかしながら、その他の方法によって、一致度変数を用いた第２選択を行う構成
であってもよい。例えば、第２選択（Ｓ３６の処理）の際に、一致度変数に優先度を設定
して、優先度の高い一致度変数の値が高いＩＣカードを第２選択で選択する構成であって
もよい。具体的には、各ＩＣカードにおいて、図形情報であるロゴマークに関する一致度
変数を優先的に比較して、ロゴマークに関する一致度変数が最も大きいＩＣカードを選択
する構成で会ってもよい。
【符号の説明】
【００７５】
　１０…決済端末（情報処理装置）
　２１…制御部（位置特定部、選択部、情報処理部、読取部、第２選択部）
　２４…表示部（報知部、第２報知部）
　２６…スピーカ（報知部、第２報知部）
　３０…無線通信部（通信部）
　３４…アンテナ（通信部）
　４３…撮像部
　１００…ＩＣカード（記録媒体）
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